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秋田県立田沢湖スポーツセンター 利用あんない

利用できる人 スポーツや自然を愛好するすべての人が利用できます。

ファミリー、サークル・仲間同士のコミニケーション

の場としてもご利用いただけます。

利用の仕方 大自然を満喫しながらスポーツトレーニング・会議・各種研修・家族や仲

間とレクレーション・キャンビング等幅広く利用できます。また、天然温泉

は、心身の疲れを癒してくれます。

問い合わせ申込み方法

電 話 (０１８７－４６－２００１) Ｆａｘ（０１８７－４６－２００３）

メール（ｙｏｙａｋｕ＠ｔａｚａｗａｋｏ－ｓｐｏｒｔｓ．ｃｏｍ）

郵 送 (秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野７３－２)

田沢湖スポーツセンター 宛

生 活 時 間

時 間 帯 備 考

朝 食 ７：００ ～ ８：３０

昼 食 １２：００ ～ １３：００

夕 食 １８：００ ～ １９：３０

入 浴 ６：００ ～ ２３：００

消 灯 ２２：００

チ ェ ッ ク イ ン １５：００

チ ェ ッ ク ア ウ ト １０：００

※上記生活時間の変更に応じますので気軽にご相談ください。

※消灯後急用の場合は、１階当直室に当直員が待機しております。

※食事については、セルフサービス方式になっています。配膳・後片づけ

にご協力ください。なお、配膳、下膳は混雑しますので、配膳については

団体ごとに時間的な調整をいたします。下膳は、各団体及びテーブルでま

とめて下げるようご協力お願いします。

※食事についての要望、懇親会等にも応じますので気軽に

ご相談ください。

食堂の開放時間 夕食後、１９：３０～２２：００まで開放しますので語らいの場

としてご利用ください。

開放時間以外に、食堂に用事がある方は、事務室までおいでください。
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スポーツセンター使用上のお願い

・利用に際して、当施設の利用約款・

要領に基づき規則正しい生活を送ってください。

・洗面具、寝間着(パジャマ)、上履(体育館用シューズ)など

身の回り品の備え付けがありませんので持参してください。

・受付を終えたらセンター社員から利用の説明を

お受けください。また、使用責任者は、利用人数、

スケジュール、施設利用について担当者と打ち合わせしてください。

・食事数の変更は、原則として前日までにご連絡ください。(キャンセル

料が発生する場合があります。詳しくは、約款をご覧ください。)

・チェックイン（部屋の入室）は、１５：００からとなります。

チェックアウトは、１０：００(部屋の退室)になります。

到着日(チェックアウト前)及び帰宅日(チェックアウト後)、

活動される場合は、荷物の置場（スペース）を宿泊室以外に確保

します。ただし、貴重品の管理には十分注意してください。

・宿泊室をあける場合は、貴重品について、コインロッカー及び事務室

に預けるか、自分自身で責任を持って管理してください。

・入室したら万一の災害に備え、非常口を確認してください。

・申込用責任者（利用責任者）は、事故に充分注意し、事故があった場合

は、事務室にいる社員に連絡し、適切な処理を取るようにしてください。

・駐車場以外は、自家用自動車の出入りを禁じます。

「降雪期間は、除雪作業等で車の移動をしなければならない場合

もありますので、車の鍵は事務室に預けていただきます。」

・入室した日、各階の談話コーナーからシーツ・枕カバーを受け取って

ください。また、退室する日、使用したシーツ・枕カバーを所定の場所

に返納ください。

・火災防止及び他のお客様の健康のため館内及び宿泊室等で禁煙です。

指定の喫煙場所で喫煙してください。

また、資源再利用のため、空き缶等（資源ゴミ）

を灰皿替わりに利用しないでください。
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・割り当てた部屋以外への出入りや消灯後（２２：００）他の人に

迷惑がかかるような利用のしかたはご遠慮ください。

・外出する場合は、責任者が受付備えの外出簿に記入し事務室に届け出て

ください。（２２：００まで入室してください。）帰所の際は、外出簿に

帰所時間の記入を忘れないでください。もし、帰舘時間に遅れる場合は必

ず連絡ください。

・使用した場所は、整理整頓、後始末忘れずに・・・退室時には、

使用した部屋ついては「来たときよりも美しく」

使用した寝具の整頓・部屋の清掃をお願いします。

・保健衛生上から館内及び宿泊室へ許可なく飲食物の持込を禁止いたし

ま ます。持込が必要な場合は、事務室までご相談ください。

・・大人数での食堂内の飲酒については、事前に事務室へ届け出てくださ

い。食堂以外の部屋（宿泊室等）での飲酒・館内へのアルコール類の持

ち込みについてはご遠慮願います。

原則として、食堂での飲酒は、２２：００まで認めます。飲酒する場

合は、他のお客様の迷惑がかからないよう十分注意してください。

・スポーツセンター施設又はその附帯設備及び器具等を破損、滅失した

ときには、適切な処置ができるよう事務室に届け出てください。

・不明な事柄がありましたら気軽に事務室にご相談ください。

秋田県立田沢湖スポーツセンター
指定管理者 田沢湖高原リフト株式会社

〒０１４－１２０１

秋田県仙北郡田沢湖町生保内字下高野７３－２

℡ ０１８７－４６－２００１


